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議案第７号

取手市介護保険条例の一部を改正する条例について

取手市介護保険条例（平成１２年条例第２６号）の一部を別紙のとおり改正する。

平成３０年３月１日提出

取手市長 藤 井 信 吾

提案理由

第７期介護保険事業計画期間に向けて介護保険法施行令が改正されたことを踏ま

え，平成３０年度から平成３２年度までの保険料額を改定するとともに，同令に定め

る保険料率の算定基準が変更されたことから，本市においても同様の措置を講ずるた

め，本条例の一部を改正するものです。
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取手市介護保険条例の一部を改正する条例

取手市介護保険条例（平成１２年条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。

改正後 改正前

(保険料率) (保険料率)

第5条 平成30年度から平成32年度までの

各年度における保険料率は，次の各号に掲

げる第 1 号被保険者の区分に応じそれぞ

れ当該各号に定める額とする。

第5条 平成27年度から平成29年度までの

各年度における保険料率は，次の各号に掲

げる第 1 号被保険者の区分に応じそれぞ

れ当該各号に定める額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者

28,800 円

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者

27,600 円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者

40,320 円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者

38,640 円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者

43,200 円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者

41,400 円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者

48,960 円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者

46,920 円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者

57,600 円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者

55,200 円

(6) 次のいずれかに該当する者 63,360

円

(6) 次のいずれかに該当する者 60,720

円

ア 地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)

第 292 条第 1項第 13 号に規定する合

計所得金額(以下「合計所得金額」と

いう。)(租税特別措置法(昭和 32 年法

律第 26 号)第 33 条の 4第 1 項若しく

は第 2項，第 34 条第 1項，第 34 条の

2第 1項，第 34 条の 3第 1 項，第 35

条第 1項，第 35 条の 2第 1 項又は第

36 条の規定の適用がある場合には，

当該合計所得金額から令第 38 条第 4

項に規定する特別控除額を控除して

得た額とする。以下この項において同

じ。)が 125 万円未満である者であり，

かつ，前各号のいずれにも該当しない

もの

ア 地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)

第 292 条第 1項第 13 号に規定する合

計所得金額(以下「合計所得金額」と

いう。)が 125 万円未満である者であ

り，かつ，前各号のいずれにも該当し

ないもの
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イ 要保護者(令第39条第1項第1号イ

(2)に規定する要保護者をいう。以下

同じ。)であって，その者が課される

保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護(令第 3

9 条第 1 項第 1 号イ(2)に規定する保

護をいう。以下同じ。)を必要としな

い状態となるもの(同号イ((1)に係る

部分を除く。)，次号イ，第 8号イ，

第 9号イ，第 10 号イ，第 11 号イ，第

12号イ又は第13号イに該当する者を

除く。)

イ 要保護者(令第39条第1項第1号イ

(2)に規定する要保護者をいう。以下

同じ。)であって，その者が課される

保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護(令第 3

9 条第 1 項第 1 号イ(2)に規定する保

護をいう。以下同じ。)を必要としな

い状態となるもの(同号イ((1)に係る

部分を除く。)，次号イ，第 8号イ，

第 9号イ，第 10 号イ，第 11 号イ，第

12号イ又は第13号イに該当する者を

除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 72,000

円

(7) 次のいずれかに該当する者 69,000

円

ア 合計所得金額が 200 万円未満であ

る者であり，かつ，前各号のいずれに

も該当しないもの

ア 合計所得金額が 200 万円未満であ

る者であり，かつ，前各号のいずれに

も該当しないもの

イ 要保護者であって，その者が課され

る保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必

要としない状態となるもの(令第 39

条第1項第1号イ((1)に係る部分を除

く。)，次号イ，第 9号イ，第 10 号イ，

第 11 号イ，第 12 号イ又は第 13号イ

に該当する者を除く。)

イ 要保護者であって，その者が課され

る保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必

要としない状態となるもの(令第 39

条第1項第1号イ((1)に係る部分を除

く。)，次号イ，第 9号イ，第 10 号イ，

第 11 号イ，第 12 号イ又は第 13号イ

に該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 77,760

円

(8) 次のいずれかに該当する者 74,520

円

ア 合計所得金額が 300 万円未満であ

る者であり，かつ，前各号のいずれに

も該当しないもの

ア 合計所得金額が 300 万円未満であ

る者であり，かつ，前各号のいずれに

も該当しないもの

イ 要保護者であって，その者が課され

る保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必

要としない状態となるもの(令第 39

条第1項第1号イ((1)に係る部分を除

く。)，次号イ，第 10 号イ，第 11 号

イ，第 12 号イ又は第 13 号イに該当す

る者を除く。)

イ 要保護者であって，その者が課され

る保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必

要としない状態となるもの(令第 39

条第1項第1号イ((1)に係る部分を除

く。)，次号イ，第 10 号イ，第 11 号

イ，第 12号イ又は第 13 号イに該当す

る者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 83,520

円

(9) 次のいずれかに該当する者 80,040

円
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ア 合計所得金額が 400 万円未満であ

る者であり，かつ，前各号のいずれに

も該当しないもの

ア 合計所得金額が 400 万円未満であ

る者であり，かつ，前各号のいずれに

も該当しないもの

イ 要保護者であって，その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの(令第 39 条第 1

項第 1号イ((1)に係る部分を除く。)，

次号イ，第 11 号イ，第 12 号イ又は第 1

3 号イに該当する者を除く。)

イ 要保護者であって，その者が課され

る保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要と

しない状態となるもの(令第 39 条第 1

項第 1号イ((1)に係る部分を除く。)，

次号イ，第 11 号イ，第 12 号イ又は第 1

3 号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 89,28

0 円

(10) 次のいずれかに該当する者 85,56

0 円

ア 合計所得金額が 500 万円未満であ

る者であり，かつ，前各号のいずれに

も該当しないもの

ア 合計所得金額が 500 万円未満であ

る者であり，かつ，前各号のいずれに

も該当しないもの

イ 要保護者であって，その者が課され

る保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必

要としない状態となるもの(令第 39

条第1項第1号イ((1)に係る部分を除

く。)，次号イ，第 12 号イ又は第 13

号イに該当する者を除く。)

イ 要保護者であって，その者が課され

る保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必

要としない状態となるもの(令第 39

条第1項第1号イ((1)に係る部分を除

く。)，次号イ，第 12 号イ又は第 13

号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 95,04

0 円

(11) 次のいずれかに該当する者 91,08

0 円

ア 合計所得金額が 600 万円未満であ

る者であり，かつ，前各号のいずれに

も該当しないもの

ア 合計所得金額が 600 万円未満であ

る者であり，かつ，前各号のいずれに

も該当しないもの

イ 要保護者であって，その者が課され

る保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必

要としない状態となるもの(令第 39

条第1項第1号イ((1)に係る部分を除

く。)，次号イ又は第 13 号イに該当す

る者を除く。)

イ 要保護者であって，その者が課され

る保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必

要としない状態となるもの(令第 39

条第1項第1号イ((1)に係る部分を除

く。)，次号イ又は第 13 号イに該当す

る者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 100,8

00 円

(12) 次のいずれかに該当する者 96,60

0 円

ア 合計所得金額が 700 万円未満であ

る者であり，かつ，前各号のいずれに

も該当しないもの

ア 合計所得金額が 700 万円未満であ

る者であり，かつ，前各号のいずれに

も該当しないもの

イ 要保護者であって，その者が課され イ 要保護者であって，その者が課され
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る保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必

要としない状態となるもの(令第 39

条第1項第1号イ((1)に係る部分を除

く。)又は次号イに該当する者を除

く。)

る保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必

要としない状態となるもの(令第 39

条第1項第1号イ((1)に係る部分を除

く。)又は次号イに該当する者を除

く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 106,5

60 円

(13) 次のいずれかに該当する者 102,1

20 円

ア 合計所得金額が 800 万円未満であ

る者であり，かつ，前各号のいずれに

も該当しないもの

ア 合計所得金額が 800 万円未満であ

る者であり，かつ，前各号のいずれに

も該当しないもの

イ 要保護者であって，その者が課され

る保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必

要としない状態となるもの(令第 39

条第1項第1号イ((1)に係る部分を除

く。)に該当する者を除く。)

イ 要保護者であって，その者が課され

る保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必

要としない状態となるもの(令第 39

条第1項第1号イ((1)に係る部分を除

く。)に該当する者を除く。)

(14) 前各号のいずれにも該当しない者

112,320 円

(14) 前各号のいずれにも該当しない者

107,640 円

2 前項第 1号に掲げる第 1号被保険者につ

いての保険料の減額賦課に係る平成 30 年

度から平成 32 年度までの各年度における

保険料率は，同号の規定にかかわらず，2

5,920 円とする。

2 前項第 1号に掲げる第 1号被保険者につ

いての保険料の減額賦課に係る平成 27 年

度から平成 29 年度までの各年度における

保険料率は，同号の規定にかかわらず，2

4,840 円とする。

(罰則) (罰則)

第 18 条 市は，被保険者，被保険者の配偶

者若しくは被保険者の属する世帯の世帯

主その他その世帯に属する者又はこれら

であった者が正当な理由なしに，法第 202

条第 1 項の規定により文書その他の物件

の提出若しくは提示を命ぜられてこれに

従わず，又は同項の規定による当該職員の

質問に対して答弁せず，若しくは虚偽の答

弁をしたときは，10 万円以下の過料を科

する。

第 18 条 市は，被保険者，第 1号被保険者

の配偶者若しくは第 1 号被保険者の属す

る世帯の世帯主その他その世帯に属する

者又はこれらであった者が正当な理由な

しに，法第 202 条第 1項の規定により文書

その他の物件の提出若しくは提示を命ぜ

られてこれに従わず，又は同項の規定によ

る当該職員の質問に対して答弁せず，若し

くは虚偽の答弁をしたときは，10 万円以

下の過料を科する。

第20条 第16条から前条までに規定する過

料の額は，情状により，市長が定める。

第 20 条 第 16 条から第 19 条までに規定す

る過料の額は，情状により，市長が定める。

2 第 16 条から前条までに規定する過料を

徴収する場合において発する納額告知書

に指定すべき納期限は，その発布の日から

2 第 16 条から第 19 条までに規定する過料

を徴収する場合において発する納額告知

書に指定すべき納期限は，その発布の日か
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付 則

（施行期日）

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。ただし，第１８条及び第２０条

の改正規定は，公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の第５条の規定は，平成３０年度以後の年度分の保険料に

ついて適用し，平成２９年度以前の年度分の保険料については，なお従前の例によ

る。

起算して 10 日以上を経過した日とする。 ら起算して 10 日以上を経過した日とす

る。

付 則 付 則

(延滞金の割合等の特例) (延滞金の割合等の特例)

第 4条 当分の間，第 12 条第 1項に規定す

る延滞金の年 14.6 パーセントの割合及び

年 7.3 パーセントの割合は，同項の規定に

かかわらず，各年の特例基準割合(当該年

の前年に租税特別措置法第 93 条第 2項の

規定により告示された割合に年 1 パーセ

ントの割合を加算した割合をいう。以下こ

の条において同じ。)が年 7.3 パーセント

の割合に満たない場合には，その年(以下

この条において「特例基準割合適用年」と

いう。)中においては，年 14.6 パーセント

の割合にあっては当該特例基準割合適用

年における特例基準割合に年 7.3 パーセ

ントの割合を加算した割合とし，年 7.3

パーセントの割合にあっては当該特例基

準割合に年 1 パーセントの割合を加算し

た割合(当該加算した割合が年 7.3 パーセ

ントの割合を超える場合には，年 7.3 パー

セントの割合)とする。

第 4条 当分の間，第 12 条第 1項に規定す

る延滞金の年 14.6 パーセントの割合及び

年 7.3 パーセントの割合は，同項の規定に

かかわらず，各年の特例基準割合(当該年

の前年に租税特別措置法(昭和 32 年法律

第 26 号)第 93 条第 2項の規定により告示

された割合に年 1 パーセントの割合を加

算した割合をいう。以下この条において同

じ。)が年 7.3 パーセントの割合に満たな

い場合には，その年(以下この条において

「特例基準割合適用年」という。)中にお

いては，年 14.6 パーセントの割合にあっ

ては当該特例基準割合適用年における特

例基準割合に年 7.3 パーセントの割合を

加算した割合とし，年 7.3 パーセントの割

合にあっては当該特例基準割合に年 1 パ

ーセントの割合を加算した割合(当該加算

した割合が年 7.3 パーセントの割合を超

える場合には，年 7.3 パーセントの割合)

とする。


